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令和２年度 「高圧ガス製造事業者保安検査説明会」及び

「コンプライアンス・保安推進研修会」

県からのお知らせ
（高圧ガス保安法関係）

http://www.pref.mie.jp/index.shtm
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①高圧ガス保安法関係の主な制度改正について

②県への届出等の郵送の取扱いについて



3

①高圧ガス保安法関係の主な制度改正（令和２年）

種別 年月日 番号等 内容

省令
令和2年
12月28日

経済産業省令
第92号

容器保安規則、冷凍保安規則、液化石油ガス保安規則、一般高圧ガス
保安規則、特定設備検査規則、コンビナート等保安規則及び国際相互
承認に係る容器保安規則の一部が改正されました。

→押印を求める手続きの見直し等のため、各規則で定められる様式に
おいて押印欄の削除や、押印に代えて署名を認める旨の備考欄の記
載等が削除となりました。

三重県のホームページに掲載の各種様式も改正済みです。
様式例及び該当様式を後述します。
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様式例１．様式中「印」を削るもの
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様式例２．様式中「印」及び「氏名を記載し、押印することに代えて、
署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署
するものとする。」を削るもの
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該当様式の例

・高圧ガス製造許可申請書

・第一種製造事業承継届書

・高圧ガス製造施設等変更許可申請書

・高圧ガス製造施設軽微変更届書

・製造施設完成検査申請書

・高圧ガス製造開始届書

・高圧ガス製造廃止届書

・危害予防規程届書

・高圧ガス保安統括者届書

・高圧ガス保安技術管理者等届書

・保安検査申請書 等
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https://www.pref.mie.lg.jp/D1BOUSAI/17135007930.htm

三重県ホームページに掲載されている様式は、
押印廃止済ですので、ご活用ください！
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②県への届出等の郵送の取扱いについて

・保安検査の申請
→従来通り、郵送していただいてよいです。

（※書留郵便でお送りください。）

・届出等の提出
→選解任届は郵送していただいてよいです。

→変更報告、軽微変更等は内容によりますので、
一度ご相談ください。
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②県への届出等の郵送の取扱いについて

〇郵送時の注意点

・「控え」が必要な場合は、必要部数と返信用封
筒（郵送先記入、切手貼付）を同封して下さい。

・様式には日付（届出等の記入日）を忘れずに記入して
ください。


